
                                         
令和７年度 帯状疱疹定期予防接種 

 

１．対象者 
久留米市に住民登録があり、次の①又は②に該当し、予防接種を希望する者 

①今年度中に、６５歳・７０歳・７５歳・８０歳・８５歳・９０歳・９５歳・１００歳以上になる者 

  

 

②接種日当日、６０歳以上６５歳未満で、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど

不可能な程度の障害を有する者 

 

   ※必ずマイナンバーカードなどで住所、生年月日・年齢を確認すること 

   ※久留米市に住民登録がない者、実施期間外に接種した者、①②以外の者は対象外となる 

※帯状疱疹にかかったことのある者についても定期接種の対象とする 

※定期接種の対象者が既に一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種として扱う 

また、当該予防接種に相当する予防接種を任意接種で受けた方については、原則対象となるが、医師が

必要と判断した場合は対象者となり得る。 

 

２．実施方法 
乾燥弱毒生水痘ワクチン：0.5mLを１回皮下注射する 

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン：１回0.5mLを２か月以上の間隔を置いて２回筋肉内に接種する。ただし、医師

が医学的知見に基づき必要と認めるものについては、１回0.5mLを１か月以上

の間隔をおいて２回筋肉内に注射するものとする。 

 

３．接種上の注意点 
・詳細については「予防接種ガイドライン」に沿って実施する 

・帯状疱疹ワクチンの交互接種については、認めない 

・同時接種については、医師が特に必要と認めた場合に行うことができる 

 

４．料金 

予防接種に要する費用のうち、乾燥弱毒生水痘ワクチンは３,０００円、乾燥組換え帯状疱疹ワクチンは１回あ

たり１０,０００円（計２０,０００円）を予防接種を受けた者の負担とする。 

ただし、市県民税非課税世帯、生活保護受給世帯、中国残留邦人等の支援給付受給世帯に属する者につ

いては、証明書等がある場合は、費用負担を免除し、この費用を市が負担する。 

 

５．実施期間 
令和７年４月１日（火）～令和８年３月３１日（火） 

 

６．予診票の記入及び接種済記録の記載 
①予防接種を希望する者は、市が定める定期帯状疱疹予防接種予診票に記入し、医療機関に提出する。ま

た、被接種者が自署できない場合、本人の希望の確認を十分行い代筆者が署名する。この場合、必ず代筆

者氏名及び被接種者との続柄を記載する。（接種医師は代筆できない。看護師、受付事務員は可） 

②予防接種を受けた者については、接種券（ハガキ）裏面の「帯状疱疹ワクチン接種済証」欄に記載をする。 

年齢 対象生年月日 

６５歳 昭和３５年４月２日生～昭和３６年４月１日生の方 

７０歳 昭和３０年４月２日生～昭和３１年４月１日生の方 

７５歳 昭和２５年４月２日生～昭和２６年４月１日生の方 

８０歳 昭和２０年４月２日生～昭和２１年４月１日生の方 

８５歳 昭和１５年４月２日生～昭和１６年４月１日生の方 

９０歳 昭和１０年４月２日生～昭和１１年４月１日生の方 

９５歳 昭和 ５年４月２日生～昭和 ６年４月１日生の方 

１００歳以上 大正１５年４月１日以前生の方 

R7.4.1 久留米市 

実施について 



７．添付書類及び確認書類 
 
 費用負担免除者 （生活保護受給世帯・市県民税非課税世帯）  ※詳細は別紙を参照ください。 

次の①～⑥のいずれか１つで確認し、予診票に記載すること （①⑤⑥は予診票に添付、②～④は確認のみ） 

①無料予防接種確認書 ※予診票に添付 

（保健所保健予防課、南部保健センター、田主丸保健センター、北野保健師事務室、城島保健福祉センター、 

三潴保健センターで無料発行。耳納・筑邦・高牟礼・千歳市民センターは申請のみ、後日保健所より郵送発行） 

②介護保険料納付通知書（接種年度のもの、保険料段階１～３段階に限る） 

  ・６５歳の誕生日が１日の者は誕生日当月の中旬、２日以降の者は誕生日翌月の中旬に送付 

③介護保険負担限度額認定証（有効期限内のもの） 

④後期高齢者医療 限度額適用・標準負担額減額認定証（有効期限内のもの） 

※マイナ保険証によるオンライン資格確認【区分Ⅰ(低所得者Ⅰ)・区分Ⅱ（低所得者Ⅱ）】も可 

⑤生活保護受給証明書 ※予診票に添付 （生活支援第１課・第２課で無料発行） 

⑥〔中国残留邦人等支援受給世帯の方〕支援給付証明書 ※予診票に添付 （生活支援第１課で無料発行） 

【注意】・国民健康保険 限度額適用・標準負担額減額認定証は、世帯全員非課税とは限らないため、費用負担

免除の対象とはならない 

・上記②～⑥は、免除確認書類としての再発行はできません 

 ６０歳以上６５歳未満の対象者  次の①～③いずれかを予診票に添付 

①身体障害者手帳（疾病名、氏名等がわかるページ）の写し、②医師意見書、③診断書 

 

８．周知方法 
対象の方には、４月下旬に『帯状疱疹接種券兼 済証』（ハガキ）を送付予定。 

対象者はハガキを持参されるので、マイナンバーカード等で本人確認を行うこと。 

 

９．注意事項 

 令和７年４月１日以降、定期予防接種としての対応は可能ですが、予診票・接種券等の配布が４月下旬に

なりますので、それまでの期間は以下の流れで対応をお願いします。 

対応の流れ 

(1) 市からの個別通知（接種券）が届いた後の接種を勧奨する。 

(2) (1)に寄らず、早急に接種を希望される場合、市のホームページから予診票、説明書及び接種済証を

ダウンロードし、対応する。 

◆接種券到着前の接種（上記(2)の場合）は、以下の項目を必ずご確認ください。 

・ 対象年齢 

・ 住民票所在地 

・ 帯状疱疹の接種履歴 

 

 接種後は必ずハガキ裏面の「帯状疱疹ワクチン接種済証」に記載をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意】対象年齢外の方、接種間隔や規定回数に間違いがあった 

場合は、定期予防接種として対応出来ません。 

◆記載方法◆ 

 該当するワクチンに〇をつける。 

 接種日・ロット番号・医療機関名

を記載する。 

【注意】 

 生ワクチンは、2回目の接種はあ

りません。 

 記載漏れ等により接種間隔・回

数に間違いがあった場合は、定

期予防接種として対応できませ

ん。必ず記載をお願いします。 



 

 

Ｂ類疾病の定期予防接種費用負担額免除者の確認書類について 
 

B 類疾病定期予防接種の対象者のうち、市県民税非課税世帯、生活保護世帯、中国残留邦人等支援法

に基づく支援給付受給世帯の方は、確認できる書類（①～⑥のうち、いずれか１つ）があれば、費用負

担額の免除が受けられ、この費用を市が負担します。 

確認した書類について、予診票下欄「医療機関記入欄」の該当する番号に○を記入してください。 

なお、①⑤⑥については、原本を予診票に添付してください。②～④の原本や写しの添付は不要です。 
 
《費用負担額免除を確認する書類》 本人名義の次の①～⑥いずれか１つ 
 

① 無料予防接種確認書 ※予診票に添付 

 （保健所保健予防課、南部保健センター、田主丸保健センター、北野保健師事務室、城島保健福祉

センター、三潴保健センターで無料発行。（原則接種前の申請） 

耳納・筑邦・高牟礼・千歳市民センターは申請のみ、後日保健所より郵送発行。） 
 
② 介護保険料納付通知書保険料段階 １段階～３段階のみ（世帯の市民税課税状況が非課税） 

※通知書は２種類あります 

  （１）特別徴収分（年金より天引きで徴収。例年６月中旬に送付。１枚の用紙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）普通徴収（年度途中で保険料段階の変更や転入、６５歳を迎える方等。複数の用紙が送付） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 介護保険負担限度額認定証          ④ 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 生活保護受給証明書 ※予診票に添付 

  （生活支援第１課・第２課で無料発行） 
 
⑥ 〔中国残留邦人等支援受給世帯の方〕支援給付証明書 ※予診票に添付（生活支援第１課で無料発行） 
 

【注意】「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」は、世帯全員非課税とは限らないため、 

Ｂ類疾病の定期予防接種費用負担額免除の確認書類にはなりません。 

 

 

 

 

別紙 

生活保護受給証明書は定期接種対象者とは限りません。 
必ず、年齢や接種歴等で対象者であることの確認をお願い致します。 

６５歳を迎えた方は下記のタイミングで納付書が送付 
 ・１日生まれ→誕生日を迎える月の中旬 
 ・２日以降生まれ→誕生日を迎える翌月の中旬 
 
保険料段階は、左上に②と記載された納付書に記載。 

有効期限内で 

あることを確認 

有効期限内で 

あることを確認 

有効期限内で 

あることを確認 

有効期限内で 

あることを確認 

保険料段階 
1～3段階 
 

② 

保険料段階 
1～3段階 
 

R6.12.2以降「限度額認定証」の 

新規発行はしておりません。 

「オンライン資格確認」又は「資格確

認書」にて確認可能です。 

後期高齢者医療のうち、限度区分が 

『区分Ⅰ（低所得者Ⅰ）/区分Ⅱ（低所

得者Ⅱ）』の方が該当になります。 


